
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もったいない」から「ありがとう」へ 

食品ロスの削減と、共に支え合う地域づくりを目指して 

を 

実施しています 

消費期限又は賞味期限が 

1ヶ月以上残っている 

常温食品 

お菓子・米・飲料・乾麺・乾物 

調味料・インスタント食品等 

 缶・びん・レトルト・ペットボトル・袋・箱入りの 

 
こんな食品を 

募ります 
 未開封の 

家庭や企業等で余ってしまった 

食品等を、フードバンク団体等 

に寄付（寄贈）することです 

フードドライブ 
とは… 

 

食べきれない 

捨てるのもったいない 

買いすぎた 

＜お問い合わせ先＞ 

佐用町健康福祉課（☎82-0661）／佐用町社会福祉協議会（☎78-0830） 



こんな食品等を募っています 

 ① お米（古米は、前年の秋に収穫された玄米まで受付可） 

 ② 缶詰・瓶（肉・魚・野菜・果物・ジャム等） 

 ③ インスタント・レトルト食品（ラーメン・カップ麵・味噌汁・カレー・惣菜等） 

 ④ お菓子（おかき・和菓子・クッキー・チョコレート・スナック菓子等） 

 ⑤ 飲料（ジュース・濃縮飲料・インスタントコーヒー・茶葉等） 

 ⑥ 調味料（醤油・砂糖・味噌・マヨネーズ・食用油・カレールウ・合わせ調味料等） 

 ⑦ 粉物（小麦粉・片栗粉・パン粉・お好み焼き粉・ホットケーキミックス等） 

 ⑧ 乾物（昆布・かつお節・海苔・煮干し・そうめん・そば・パスタ等） 

 ⑨ その他（乳幼児食・介護食・栄養補助食品・日用品等） 

 

 

 

 

佐用町内の受付窓口 

 

 ○佐用町役場 本庁第１庁舎西館１階 健康福祉課 

 ○  〃   上月支所 

 ○  〃   南光支所                月～金曜日 8:30～17:15 

 ○  〃   三河出張所 

 ○  〃   三日月支所 

 

 ●佐用町社会福祉協議会きらめきケアセンター 

 ●     〃     きらめきケアセンター佐用 

 ●     〃     きらめきケアセンター上月    月～金曜日 8:30～17:30 

 ●     〃     きらめきケアセンター三日月 

 ●養護老人ホーム 佐用朝霧園 

 

※上記以外にも、佐用町社会福祉法人連絡協議会 （ほっとかへんネット ・佐用）に加入されてい

る社会福祉法人 （福祉設））でも受け付けます。受付時間は、設）により異なりますので、直

接設）へお問い合わせください。 

   ◇社会福祉法人佐用福祉会（いちょう園） 

   ◇   〃   兵庫県社会福祉事業団（朝陽ヶ丘荘） 

   ◇   〃   聖風会（祐あいホーム上月） 

   ◇   〃   くすのき会（播磨園） 

   ◇   〃   はなさきむら（はなみずき）        

   ◇   〃   平成福祉会（ハイム・ゾンネ） 

   ◇   〃   南光社会福祉事業協会（南光園） 

   ◇   〃   博愛福祉会（サンホームみかづき） 

   ◇   〃   もみじ会（三原ホーム） 

 

※アルコール類・自家製品（漬物等）・冷凍品・ 

 冷蔵品・野菜等は受け付けておりません 

消費期限又は賞味期限が1ヶ月以上残っているもの 

常温で保存できるもの・未開封のもの 

※集まった食品等は、フードバンクはりまや町健康福祉課等を通じて 

 生活困窮世帯や子ども食堂等に提供させていただきます 

年末年始・祝日を除く 

年末年始・祝日を除く 



 


